
資料４－１－１

　
　○　投資性の強い金融商品・サービスに、すき間なく
　　同等の規制

  ○　いわゆるプロ向けと一般向け（投資家の知識・経験）、
    商品類型等に応じて差異のある規制

証
　
券
　
取
　
引
　
法

            証券取引法等の一部を改正する法律
          （投資者保護のための横断的法制の整備）

横断化

集団投資スキーム（ファンド）を包括的に対象

柔軟化

改
正

いわゆる「投資サービス」規制

（縦割り規制から横断的な規制に）

（一律規制から差異のある規制に）

　○　取引所の自主規制機能（上場審査・売買審査等）の強化
      （自主規制組織に独立性を付与）

取引所制度

  ○  四半期開示の法定化

  ○  財務報告に係る内部
    統制の強化

　　※　適正開示に関する
　　　経営者の確認
　　　　　　　　　　　　　　　　等

  ○  公開買付（ＴＯＢ）制度の
　  見直し

  ○  大量保有報告制度の

    見直し

　※　特例報告期限
　　　　３ヶ月毎１５日以内

　         →　２週間毎５営業日以内

開示制度

　○　罰則の引上げ（最高５年 ⇒ １０年）
　○    「見せ玉」に対する課徴金・罰則の拡大

罰則・課徴金

　○　銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
　○　保険業法
　○　商品取引所法
　○　不動産特定共同事業法

利用者保護ルールについて、
基本的に金融商品取引法と
同様の規制を適用

  １． 以下の法律を廃止

　　・  金融先物取引法
　　・  有価証券に係る投資顧問業
     の規制等に関する法律
　　・  抵当証券業の規制等に関
     する法律
　　・  外国証券業者に関する法律

  ２． 関係法律の規定の整備

　　・  商品投資に係る事業の規制
　　 に関する法律
       （いわゆる商品ファンド法）

 

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

証券取引法等の一部を改
正する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関す
る法律

等

金
 

融
 

商
 

品
 

取
 

引
 

法

・ 金融商品販売法
   説明義務の拡充等
　⇒　損害賠償額の推定
　　　（元本欠損額）

（
い
わ
ゆ
る

「
投
資
サ
ー
ビ
ス
法

」
）

（注）「証券会社」「証券取引所」の名称は引き続き使用。

3
1
1



資料４－１－２

（注）　公布日は平成18年６月14日

平成18年７月４日施行

平成18年12月13日施行
　※大量保有報告に係る特例報告の頻度・期限の短縮等に関する
　    部分は平成19年１月１日施行、大量保有報告書等の電子提出
　 　 の義務化に関する部分は平成１9年４月１日から施行

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で
定める日（平成20年４月１日以降に開始する事業年度から適用）

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で
定める日

施 行 日改 正 の 概 要

○ 罰則の引上げ、「見せ玉」への対応

○ 公開買付規制の見直し、及び大量保有報告
    制度の見直し

○ 四半期開示の法定化及び財務報告に係る
    内部統制の強化

○ 幅広い金融商品・サービスに関する
　規制の横断化と柔軟化
　（従来規制のすき間となっていたファンドも含めて
　　包括的に規制の対象に）。
    → 周知・徹底、対応のための準備期間が必要

金 融 商 品 取 引 法 （いわゆる「投資サービス法」）の 施 行 日 に つ い て

○ 取引所の自主規制機能の独立性強化

○ その他の関係法律の整備
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対象商品・取引の拡大 

 

証券取引法の対象商品・取引  金融商品取引法の対象商品・取引  

・国債 

・地方債 

・社債 

・株式 

・投資信託 

・有価証券デリバティブ取引 など 

⇒  

  

・国債 

・地方債 

・社債 

・株式 

・投資信託 

・信託受益権全般 

・集団投資スキーム持分(包括的定義) 

・デリバティブ取引（幅広い定義）  など

 

 

＜集団投資スキーム持分とは＞ 

 

組合契約・匿名組合契約その他いかなる形

式によるかを問わず、 

①  他者から金銭などの出資・拠出を受け、 

②  その財産を用いて事業・投資を行い、 

③  当該事業・投資から生じる収益などを出

資者に分配する 

ような仕組みに関する権利。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「デリバティブ取引」の範囲 

▽ 各種統計（例えばＧＤＰなど）に基づくデリバ

ティブ取引などを対象として追加。 

 

▽ 投資者保護の観点から問題のないものを対象

から除外。 

（例）・ 保険・共済 

・ 債務保証 

集団投資スキームの包括的定義 

▽ 投資者保護の観点から問題の

ないものを対象から除外。 

（例）・ 全員関与のもの  

    ・ 保険・共済 

    ・ 各種法人への出資など 
      （有限責任中間法人を除く。） 

・ 法律事務所などへの出資 

いわゆる「学校債」 

（学校法人に対する貸付債権） 

▽ 対象として追加。 

① 証券・証書化したもの 

② 以下のもの 

・ 同一条件・利子付き、かつ、

・ 在校生の父母など以外の者 
が取得するもの 

政令・内閣府令等 

のポイント 

資料４－１－３ 
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対象業務の横断化・業務内容に応じた参入規制の柔軟化 

 

 （現行の各業法による業規制）   

・証券業（原則登録制） 

・金融先物取引業（登録制） 

・商品投資販売業（許可制） 

・信託受益権販売業（登録制） 

第一種金融商品取引業 

・流動性の高い有価証券の販売・勧誘 

・ 引受け 

・ 店頭デリバティブ取引 

・資産管理 

販売勧誘 

 （・集団投資スキーム持分の自己募集） 

   

投資運用業 

・投資運用 

投資助言  ・投資顧問業（登録制） 

   

・投資一任契約業務（認可制） 

・投資信託委託業・投資法人資産運用業（認可制）

第二種金融商品取引業 

・流動性の低い有価証券の販売・勧誘 

・自己募集 

・市場デリバティブ取引 

投資運用  

（・集団投資スキーム財産の自己運用） 

   

資産管理  （・金銭・有価証券の預託、社債等振替） 

 

 

 

 

⇒ 

金 

融 

商 

品 

取 

引 

業
（
登
録
制
） 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

→ 

 

 

→ 投資助言・代理業 

・投資助言 

・投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介  

 

            規制の横断化       参入規制の柔軟化 

 

 

 

 

 

 

 

業務の種別に応じた最低資本金要件 

▽ 第一種金融商品取引業： 5,000 万円 
（元引受業務を行う場合は、30 億円または 5億円） 

▽ 投資運用業：      5,000 万円 

▽ 第二種金融商品取引業： 1,000 万円 

・ 第二種金融商品取引業を行う個人  

→ 営業保証金（1,000 万円） 

・ 投資助言・代理業 →  営業保証金（500 万円） 

登録拒否要件の審査基準 

業務を適確に遂行するに足りる 

人的構成を有しない者 

 
▽ 役員・使用人の資質など 

を明記。 

      

金融商品取引業からの除外 

▽ 投資者保護の観点から問題の
ないものを対象から除外。 

（例） 

・ 国・地公体・日銀の行為 

・ プロ向けのデリバティブ取引 

 

政令・内閣府令等 

のポイント 

業務範囲（届出業務） 

▽ 排出権取引・排出権デリバティブ取引などを追加。 

資料４－１－４ 
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集団投資スキームの自己募集・自己運用に関する規制の整備 

 

 
 

 
運 営 者 

 （出資財産の主として有価証券・デリバティブ取引への投資運用） 

⇒ 自己運用（投資運用業） 

出資↑  ↑ ↑ 
出資者  出資者 出資者 

（運営者自身による集団投資スキーム持分の取得の勧誘） 

⇒ 自己募集（第二種金融商品取引業） 

集団投資スキーム（ファンド） 
 

 

 

 

 

 

  外国集団投資スキーム（ファンド） 
 

 
運 営 者 

（非居住者）  

  ↑  ↑  ↑出資 
出資者 

（居住者）

 出資者 

（非居住者）

 出資者 

（非居住者）

届出制の特例の要件（自己募集・自己運用の相手方） 

▽「１人以上の適格機関投資家」＋「49 人以下の一般投資家」 

（注）ファンド・オブ・ファンズ（ＦＯＦ）の場合 

▽ 投資事業有限責任組合（ＬＰＳ）および有限責任事

業組合（ＬＬＰ）については、上記の要件で届出制。 

運営者が運用権限の全部を外部委託する場合 

▽ 投資運用業の登録業者に全部委託をする場合、

一定要件の下で、運営者には投資運用業の登録義

務を除外。 
 

      

政令・内閣府令等 

のポイント 

特例  相手方がプロ（「適格機関投資家等」）の 

場合は、登録は求めない（届出制） 

運用 外国集団投資スキームの特例（自己運用） 

▽ 「本邦居住者の投資家が 10 名未満の適格機関投資家」等の

要件を満たす「自己運用」は、登録（届出）義務を適用除外。 

  （注）「自己募集」は、登録制（届出制）により規制。 

資料４－１－５ 
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業者が遵守すべき行為規制の整備 

 

広告などの規制 書面交付義務（説明義務） 金融商品取引業者等に適用される 

主な販売・勧誘ルール 
各種禁止行為 損失補てんなどの禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約締結前の書面交付義務など 

▽ 記載方法： 特にリスク情報などについて、分かりや

すい記載を義務付け。 

▽ 記載事項： 取引類型ごとに規定。 

▽ 投資者保護の観点から問題のない場合は、書面交付義

務を適用除外。 

 （例）過去に書面交付している場合 など 

広告などの規制 

▽ 多数の者に同様の内容で行う情報提供を幅広く対象化。 

（例）広告、郵便、ＦＡＸ、電子メール、ビラ・パンフレット
配布など。 

▽ 表示方法： 「リスクがある旨」などについて、大きな字で

明瞭・正確な表示を義務付け。 

▽ 表示事項： 手数料情報、リスク情報、その他顧客の不利益 
となる事実などの表示を義務付け。 

政令・内閣府令等 

のポイント 

損失補てんなどの禁止 

▽  業者が顧客に対し「事故による損失の補てん」を行う

際に行政の確認を要しない場合として、以下を追加。 

・ 認定投資者保護団体 

弁護士会仲裁センター  のあっせんによる和解など。 

国民生活センター 

地方公共団体 

認証紛争解決事業者 

・  一定の要件の下で弁護士（１千万円以下）・司法書士

（140 万円以下）が顧客を代理して行う和解。 

各種禁止行為 

▽ 不招請勧誘の禁止： 店頭金融先物取引に適用。  

▽ 勧誘受諾意思確認義務・再勧誘の禁止： 

金融先物取引全般に適用。 

▽  契約締結前交付書面などの交付に関し、リスク情報などにつ

いて顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を

しないで契約を締結する行為を禁止。 

▽ 個人顧客に迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問勧誘を禁止。 
      

テレビ・ラジオＣＭ、看板・ポスター、ノベルティグッズな
どは、「リスクがある旨」「書面を十分に読むべき旨」を表示。 

資料４－１－６ 
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顧客の属性に応じた行為規制の柔軟化（特定投資家（プロ）と一般投資家との区分） 

 
 

①一般投資家への移行不可 

（適格機関投資家、国、日本銀行） 

 

特定投資家 

②一般投資家への移行可能 

（一定の法人） ↑ 投資家の申出により 

一定の手続を 

経れば移行可能 

↓
③特定投資家への移行可能 

（①・②以外の法人、一定の個人） 
一般投資家 

④特定投資家への移行不可 

（個人（③の個人を除く）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特定投資家向けの取引は 

書面交付義務などを適用除外 

「特定投資家への移行可能な個人」の範囲 

▽ １年以上の取引経験があり、取引状況などから合理的に判断して 

・ 純資産額３億円以上 

・ 投資性のある金融資産３億円以上  と見込まれる個人 

▽ 任意組合・匿名組合などの運営者である個人 
 （出資合計額３億円以上の組合、全組合員の同意取得が要件） 

「一般投資家への移行可能な特定投資家」の範囲 

▽ 地方公共団体 

政府系機関 

特定目的会社 

上場会社 

資本金５億円以上と見込まれる株式会社 

金融商品取引業者・特例業務届出者 

外国法人              など 
 

政令・内閣府令等 

のポイント 

「一般投資家」「特定投資家」間の移行の手続 

▽  移行の単位（契約の種類）、移行の有効期間の特例 など 

資料４－１－７ 
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業態を越えた横断的な投資者保護法制の整備 
 
 

 
 
 
 
投資性の強い 
預金・保険・信託 
に対する規制の 
横断化 
 

以下の商品･取引には 

金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールを適用 

・投資性の強い預金など（銀行法など） 

・投資性の強い保険など（保険業法など）

・投資性の強い信託（信託業法） 

・商品先物取引 
（商品取引所法） 

・不動産特定共同事業 
（不動産特定共同事業法）  

 

 
 

 

 
 
 
認定投資者保護 
団体制度の整備 

 

民間団体が行う苦情解決・あっせん業務を行政が認定 

⇒ 当該団体の業務について、一定の信頼性を確保 

認定業務の 

対象事業者 

・ 当該団体の構成員である金融商品取引業者等 

・ 対象となる旨の同意を得た金融商品取引業者等 
その他の業者 

    

 

 
 

 

 
 
 
金融商品販売法 
の拡充 

 

民法の損害賠償請求の原則 
【①～④を被害者が立証する必要】

金融商品販売法による特例 
【被害者は②～④の立証不要】 

①違法行為 ②故意・過失 金融商品（預金・保険・有価証券など）

の販売時の説明義務 

断定的判断の提供等の禁止 

↓（④因果関係） ↓（説明義務・禁止違反（①に相当））

③損害額  業者に損害賠償責任 
（「元本欠損額≒損害額」と推定）  

 

 

対象となる商品の範囲 

▽  外貨預金、デリバティブ預金、 

通貨オプション組入型預金 

▽ 変額保険・年金、外貨建て保険・年金、 

  解約返戻金変動型保険・年金 

▽ 一定の信託（公益信託、元本補てん型信託、

普通預金等のみで運用する信託、管理型信託、

物・権利の管理・処分信託）以外の信託 

認定投資者保護団体の対象事業者の範囲 

▽ 業態を越えて、投資性の強い金融商品を取り

扱う業者を幅広く指定 

 （例）銀行、保険会社、信託会社 など 

「金融商品販売法」の対象取引の拡大 

▽ 海外商品デリバティブ取引を追加指定 

政令・内閣府令等 

のポイント 

拡充 

特定投資家（プロ）に対する説明義務の除外 
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取引所の自主規制業務の適正な運営の確保 

 

 

取引所から独立した法人（自主規制法人）
を設立する場合 

⇒ 「自主規制業務」の委託可能 

同一法人内に、独立性の高い 
自主規制委員会を置く場合 

⇒ 「自主規制業務」の決定を担当 

 

取引所 

↓ 

自主規制法人

  

   

 取引所 
持株会社 

 

 ↓  ↓  

取引所 自主規制法人

    

 

取引所 

 

取締役会 

自主規制委員会 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

取引所の主要株主規制 

▽ 当局の認可を受けて、株式会社形態の取引所の議決権の 20％

以上（50％以下）を取得できる者として、地方公共団体を指定。 

自主規制業務の範囲 

▽ 上場・上場廃止業務（法定） 

▽ 会員等の調査（法定） 

▽ 売買審査 

▽ 会員等の資格審査 

▽ 会員等の処分等業務 

▽ 開示情報の審査・上場会社等の処分等業務 

▽ 上記業務に係る規則の作成・改廃  など 

（注）上場・上場廃止基準や会員等の資格基準

の作成・改廃は、取引所の業務。 
 

政令・内閣府令等 

のポイント 

 証券取引法 ⇒ 金融商品取引法 

50％超 原則 取得・保有不可  原則 取得・保有不可 

20％以上 

50％以下 

取得・保有 可 

（認可事項） 

 
 

取得・保有 可 

（認可事項） 
  

20％未満 取得・保有 可  取得・保有 可 
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有価証券の性質・流動性に応じた開示制度 
 

○ 性質に着目した開示制度 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

  
○ 流動性に着目した開示制度 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

有価証券

 
● 資産金融型証券に係る開示内容の充実  

￭ 投資対象に関する情報 
ファンド・オブ・ファンズにおいて投資するファンドの投資対
象、不動産投信等における投資対象不動産の状況等  

￭ 運用者に関する情報 
運用会社の統治機構及び関係法人に対する管理体制等  

￭ 運用サービスに関する情報 
運用に関する基本的方針、ファンド・オブ・ファンズにおけ
る投資先ファンドの選定方針等 

企業金融型証券
【株式・社債等】 

発行体自体の信用力に価
値を置くもの 

そ れ ぞ れ に
応 じ た 開 示
内容の整備 

資産金融型証券
【ファンド・ＡＢＳ等】 

発行体の保有する資産の
価値を裏づけとするもの 

流動性の高い有価証券 

四半期報告制度の導入 
○ 四半期開示を法定の制度として位置づけ 
○ 半期報告制度を四半期報告制度に統合 

頻繁に密度の濃い 
投資情報の提供 財務報告に係る内部統制の強化 

○ 財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と

公認会計士による監査を義務化（内部統制報告制度） 
○ 併せて、有価証券報告書等の記載内容の適正性について、経営

者に確認を求める制度を導入（確認書制度） 

流動性に乏しい有価証券 公衆縦覧型開示を原則免除。直接の説明義務で対応集団投資スキーム持分等 

政令・内閣府令等 

のポイント 
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組織再編に係る開示規制 
 

○ 合併等の組織再編により、消滅会社の株主に存続会社等の有価証券が交付される場合、 
① 消滅会社が開示会社であり、 
② 消滅会社の株主に交付される有価証券について開示が行われていない 
ときには、当該有価証券の発行会社に開示義務 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▽ 組織再編に係る有価証券届出書を新設。通常の有価証券届出書の記載内容に加え、次の情報を記載 

① 組織再編契約の内容、組織再編手続に関する情報 
② 組織再編対象会社に関する情報（三角合併の場合は、親会社及び子会社に関する情報） 
③ 組織再編後の財務情報 など  

(注) 発行会社（会社Ａ・親会社Ａ）が開示会社の場合には、組織再編に係る臨時報告書において同様の内容を開示 

親会社Ａは有価証券届出書
を提出。

その後、継続的に有価証券
報告書を提出。

【非開示】

親会社Ａ
－

〈三角合併の例〉

親会社Ａの株式

【非開示】

子会社ａ
（存続会社）

【開 示】

会 社 B
（消滅会社）

親会社Ａの株式

吸収合併

株主

 

会社Ａの株式

会社Ａは有価証券届出書を
提出。

その後、継続的に有価証券
報告書を提出。

【開 示】

会 社 B
（消滅会社）

【非開示】

会 社 Ａ
（存続会社）

〈合併の例〉

吸収合併

株主

政令・内閣府令等 

のポイント 
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適格機関投資家の範囲の拡大 

  

「適格機関投資家」 ： 有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者 

＜現行の適格機関投資家の範囲＞ 

○ 銀行、証券会社、保険会社、信用金庫、信用組合、農協等の金融機関 

○ 有価証券報告書提出会社（有価証券投資額 100 億円以上。届出制） 

○ 投資事業有限責任組合 

○ 厚生年金基金 

○ 外国政府、外国の金融機関       等 
 

 

 

プロ私募 
新たに発行される有価証券を「適格機関投資家」のみに勧誘する場合、開示規制を免除 

 
     

 

 

▽ 会社について、有価証券報告書提出の要件を撤廃、有価証券残高基準を100億円から10億円に引下げ 

▽ その他の法人・個人についても対象に追加（届出制） 

￭ 法人（有価証券残高 10 億円以上） 

￭ 個人（有価証券残高 10 億円以上、かつ、口座開設後１年経過） 

￭ 民法組合等の業務執行者である法人・個人（当該組合の有価証券残高 10 億円以上、かつ、他の組合員の同意） 

▽ 運用型信託会社（届出制）等を対象に追加 

▽ 信用組合は、届出を行ったものに限定 

政令・内閣府令等 

のポイント 
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公開買付（TOB）制度の概要

○多数の者（６０日間で１０名超）からの買付け ⇒買付け後の所有割合が５％を超える場合
○著しく少数の者（６０日間で１０名以内）からの買付け⇒買付け後の所有割合が３分の１を超える場合

○会社支配権等に影響を及ぼし得るような証券取引について、透明性・公正性を確保するための制度
○取引所市場外（注）で株券等の大量の買付け等をしようとする場合に、

①買付者が買付期間、買付数量、買付価格等をあらかじめ開示
②株主に公平に売却の機会を付与
（注）・立会外取引も含む

・市場内外等の取引を組み合わせた急速な買付けの後、所有割合が３分の１を超えるような場合も公開買付規制の対象

○公開買付者
公開買付届出書における開示
・買付等の目的
・公開買付価格の算定根拠
・公開買付価格の算定経緯
・当該発行者の株券等を
更に取得する予定の有無

等

○対象会社
意見表明報告書における開示
・公開買付に関する意見
・公開買付者に対する質問

等

○公開買付者
公開買付届出書における開示
・買付等の目的
・公開買付価格の算定根拠
・公開買付価格の算定経緯
・当該発行者の株券等を
更に取得する予定の有無

等

○対象会社
意見表明報告書における開示
・公開買付に関する意見
・公開買付者に対する質問

等

投資者への情報開示投資者への情報開示

○期間の設定
・２０営業日～６０営業日の間で
公開買付者が選択

・買付対象者は請求により３０営業日
までの伸長が可能

○公開買付の撤回
対象会社の破産、合併、いわゆる
買収防衛策の発動等の場合に容認

○買付条件の変更
株主に不利な方向での条件変更は
認められていない

○期間の設定
・２０営業日～６０営業日の間で
公開買付者が選択

・買付対象者は請求により３０営業日
までの伸長が可能

○公開買付の撤回
対象会社の破産、合併、いわゆる
買収防衛策の発動等の場合に容認

○買付条件の変更
株主に不利な方向での条件変更は
認められていない

公開買付期間公開買付期間

○均一の条件
買付価格は均一の条件でなければ
ならない

○別途買付けの禁止
公開買付期間中、公開買付者は公開
買付けによらない買付けが原則禁止

○全部/部分買付け
・応募株券等の数が買付予定数を上
回る場合、按分比例による部分的な
買付けの選択を容認

・ただし、買付け後の所有割合が
３分の２以上となる場合、全部を買い
付ける義務

○均一の条件
買付価格は均一の条件でなければ
ならない

○別途買付けの禁止
公開買付期間中、公開買付者は公開
買付けによらない買付けが原則禁止

○全部/部分買付け
・応募株券等の数が買付予定数を上
回る場合、按分比例による部分的な
買付けの選択を容認

・ただし、買付け後の所有割合が
３分の２以上となる場合、全部を買い
付ける義務

公平な売却機会の確保公平な売却機会の確保

公開買付制度とは公開買付制度とは

公開買付けを行わなければならない場合
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脱法的な態様の取引への対応
・市場内外等の取引を組み合わせた急速な買付けの後、所有割合が３分の１を超えるような場合に公開買付
規制の対象となることを明確化

買付者間の公平性の確保
・ある者が公開買付けを実施している期間中、３分の１超所有している別の者がさらに買付けを進める場合、
公開買付けを義務付け

全部買付けの義務化の一部導入
・公開買付け後、上場廃止等に至るようなケースにおいて株主を保護する観点から、買付け後の所有割合が
３分の２以上となる場合に応募株式の全部を買い付けることを公開買付者に義務付け

公開買付けの撤回等の柔軟化
・いわゆる買収防衛策が発動された場合等に、公開買付けの撤回や買付条件の変更を容認

投資者への情報提供の充実
・公開買付届出書における開示の充実（買付等の目的、公開買付価格の算定根拠、公開買付価格の算定経緯等）
・買付対象者による意見表明の義務化
・買付対象者が買付者に対して質問を行う機会の付与

公開買付期間の伸長
・実日数ベースを営業日ベースに変更（20営業日～60営業日）
・対抗提案を提示し、株主に十分な熟慮期間を与えるために必要な場合には、30営業日まで買付対象者によ
る公開買付期間の伸長を容認

公開買付制度の見直しについて（平成１８年改正）
公開買付制度
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大量保有報告制度の概要

○特例報告制度

２週間ごとにまとめて５営業日以内に報告

２週間ごとにまとめて５営業日以内に報告

１％以上の増減があった場合

１％以上の増減があった場合

新たに１０％超保有

１０％を下回り、かつ１％以上の増減が
あった場合

新たに５％超保有

５営業日以内に報告（特例の対象からはずれる）

５営業日以内に報告（特例の対象からはずれる）

保有割合１０％超の場合

保有割合５％超の場合

事業活動に重大な変更

を加え、又は重大な影響を

及ぼす行為（重要提案行為等）

を目的としないものに限る

提出期限提出事由

証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投信会社、投資顧問会社など、日常の営業活動として大量の株券等の
売買を行っている機関投資家については、事務負担等を考慮し、報告頻度等を軽減。

株券等に係る大量保有の状況を投資者に迅速に開示するための制度

・上場株券等の保有割合が５％超となった者は、その日から５営業日以内に大量保有報告書を提出

・その後、保有割合が１％以上増減した場合には、５営業日以内に変更報告書を提出

○ 特例報告制度に関し、
・ 報告期限・頻度の短縮等（原則３ヶ月ごと１５日以内 → ２週間ごと５営業日以内）
・ １０％超保有の状態から保有割合が１０％を下回る取引を行った場合について一般報告を義務付け
・ 特例報告制度が適用されない「事業支配目的」について「事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響

を及ぼす行為を行う目的」と明確化

○ 大量保有報告書の電子提出の義務化（EDINETを通じた迅速な公衆縦覧）

大量保有報告制度の見直し（平成１８年改正）
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１．公開買付制度の見直しに係る細目を規定

２．大量保有報告制度の見直しに係る細目を規定

３．株式交換等に係る開示の充実

４．会社法に対応した開示事項の整備

証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正等の概要

（１）脱法的な態様の取引への対応
　　3ヶ月以内に議決権の10％超の取得（うち市場外取引が5％超）を行い、議決権の
　　3分の1を超える取引は公開買付規制の対象となることを明確化
（２）投資者への情報提供の充実
　　①買付対象者に、公開買付開始後10営業日以内の意見表明を義務付け
　　②意見表明と併せて買付対象者が質問を行った場合には、5営業日以内の回答を
　　　公開買付者に義務付け

（５）全部買付けの義務化の一部導入
　　買付け後の所有割合が3分の2以上となる場合に応募株券の全部を買い付けることを
　　義務付け
（６）買付者間の公平性の確保
　　ある者が公開買付けを実施している期間中、対象会社の株式を3分の1超所有している
　　他の株主が5％を超える買付け等を行う場合には、その者にも公開買付けを義務付け

（４）公開買付けの撤回等の柔軟化
　　いわゆる買収防衛策が発動された場合や消却されない場合等に公開買付けの撤回、
　　買付条件の変更を容認

（３）公開買付期間の伸長
　　①公開買付期間の範囲を暦日ベースから営業日ベースに変更（20～60営業日）
　　②30営業日未満の公開買付期間が設定されている場合に、30営業日への公開買付
　　　期間の伸長を容認

（１）特例報告の基準日
　　機関投資家の特例報告（3ヶ月ごと15日以内→2週間ごと5営業日以内）について、
    報告の基準日を設定
　　ⅰ　第2月曜日と第4月曜日（＋第5月曜日）
　　ⅱ　各月の15日と月末日
（２）重要提案行為等
　　特例報告制度が適用されない株券等の保有目的（重要提案行為等を行う目的）として、
　　・合併などの会社組織に関する重要な変更、
　　・代表取締役の解任などの役員構成に関する重要な変更、
　　・資本政策に関する重要な変更
　　等を提案することを目的とする場合を規定

（１）重要性基準の引下げ
　　臨時報告書を提出しなければならない株式交換等の規模の基準を引下げ（売上高が
　　10％以上増加　→　3％以上増加）
（２）開示項目の充実
　　株式交換等比率の算定根拠等の項目を追加

　　会社法の柔軟化に対応して、株式の種類、役員の状況等に関する情報の充実など、
　　有価証券報告書等における開示事項を整備

　平成１８年１２月１３日施行
　（大量保有報告制度の特例報告の提出期限等に係る見直しは平成１９年１月１日施行）
　（この他、大量保有報告書等の電子提出の義務化については平成１９年４月１日施行）

施行日

（３）不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を大量保有報告の対象に追加
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金融審議会公認会計士制度部会の審議経過について 

（監査法人制度等のあり方についての総合的な検討） 

 

◎ 監査法人等を巡る状況等についての討議 

第 1 回（4 月 26 日） 監査法人制度等をめぐる状況等 

第 2 回（5 月 29 日） 国際的な動向等  

第 3 回（6 月 23 日） 関係者からのヒアリング 

第 4 回（7 月 10 日） 公認会計士・監査審査会からの報告等 

 

 

 

 

◎ 監査法人等を巡る主な論点についての討議 

第 5 回（9 月 12 日） 監査法人等における品質管理・ガバナンス・

ディスクロージャーのあり方 

第 6 回（10 月 2 日） 監査人の独立性と地位の強化のあり方   

第 7 回（10 月 25 日） 監査法人等に対する監督・責任のあり方① 

第 8 回（11 月 8 日） 監査法人等に対する監督・責任のあり方② 

第 9 回（12 月 8 日） これまでの議論の整理 

 

 

 

◎ 報告とりまとめに向けた討議 

第 10 回（12 月 18 日）報告書案審議 

第 11 回（12 月 22 日）報告書とりまとめ  
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る
制
度
に
つ
い
て
不
断
の
見
直
し
に
努
め
る
こ

と
。 

 

一 

財
務
情
報
の
適
正
性
の
確
保
の
た
め
に
は
、
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
前
提
で
あ
り
、
監
査
役
又
は
監
査
委
員
会
の
機
能
の
適
切
な

発
揮
を
図
る
と
と
も
に
、
監
査
人
の
選
任
決
議
案
の
決
定
権
や
監
査
報
酬
の
決
定
権
限
を
監
査
役
に
付
与
す
る
措
置
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
真
剣
な
検
討
を
行
い
、
早
急
に
結
論
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

公
認
会
計
士
監
査
制
度
の
充
実
・
強
化
の
た
め
に
は
、
専
門
職
業
士
団
体
が
継
続
的
に
自
主
規
制
の
充
実
促
進
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
行
政
は
こ
う
し
た
専
門
職
業
士
団
体
の
果
た
す
役
割
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

業
務
管
理
体
制
の
改
善
命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
等
の
行
政
処
分
の
多
様
化
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
発
動
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
効

果
を
十
分
に
検
討
し
た
上
、
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

会
計
監
査
を
担
う
有
為
な
人
材
を
確
保
、
育
成
す
る
た
め
、
社
会
人
等
を
含
め
た
多
様
な
人
材
確
保
を
目
的
と
す
る
現
行
試
験
制

度
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
公
認
会
計
士
試
験
実
施
の
更
な
る
改
善
に
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

公
認
会
計
士
監
査
制
度
を
よ
り
一
層
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
、
行
政
と
し
て
も
、
今
回
の
法
改
正
の
趣
旨
に
則
り
、
監
査
法
人

に
対
し
、
過
度
な
負
担
を
課
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
。 
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公
認
会
計
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会 

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

公
認
会
計
士
監
査
を
め
ぐ
る
非
違
事
例
等
、
監
査
の
信
頼
性
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
非
違
事
例

等
の
再
発
を
防
止
し
、
監
査
の
品
質
と
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
監
査
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
不
断
の
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

財
務
情
報
の
適
正
性
の
確
保
の
た
め
に
は
、
企
業
内
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
・
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
監

査
役
等
の
専
門
性
及
び
独
立
性
を
踏
ま
え
、
そ
の
機
能
の
適
切
な
発
揮
を
図
る
と
と
も
に
、
監
査
人
の
選
任
議
案
の
決
定
権
や
監
査
報
酬

の
決
定
権
を
監
査
役
等
に
付
与
す
る
措
置
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
早
急
に
結
論
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

公
認
会
計
士
監
査
制
度
の
充
実
・
強
化
の
た
め
、
専
門
職
業
士
団
体
が
継
続
的
に
自
主
規
制
の
充
実
促
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
専
門
職
業
士
団
体
の
自
主
規
律
を
活
用
し
つ
つ
、
有
効
か
つ
効
率
的
な
監
督
を
行
う
こ
と
。 

 

一 

今
般
の
改
正
に
よ
り
、
業
務
管
理
体
制
の
改
善
命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
等
の
行
政
処
分
の
多
様
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
特
に

課
徴
金
の
納
付
命
令
に
関
し
て
は
、
そ
の
効
果
を
十
分
に
検
討
し
つ
つ
、
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

会
計
監
査
を
担
う
有
為
な
人
材
の
育
成
、
確
保
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
社
会
人
等
を
含
め
た
多
様
な
人
材
の
確
保
が
進
む
よ
う
、
公

認
会
計
士
試
験
の
実
施
の
在
り
方
等
、
更
な
る
改
善
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
認
会
計
士
の
質
の
充
実
と
規
模
の
拡
大
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
国
際
的
な
会
計
基
準
の
収
斂
が
着
実
に
進
行
し
て
い
る
中
、
主
要
先
進
国
間
に
お
け
る
公
認
会
計
士
業
務
の
相
互
協
力
を
促
進
す

る
こ
と
等
も
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

一 

証
券
市
場
の
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
公
認
会
計
士
制
度
を
取
り
巻
く
環
境
の
大
き
な
変
化
を
踏
ま
え
、
広
が
り
を
み
せ
る
監
査
業

務
に
対
す
る
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、
中
小
監
査
法
人
の
果
た
す
役
割
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ

の
組
織
化
、
人
材
の
育
成
強
化
の
必
要
性
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 
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公認会計士法等の一部を改正する法律案の概要 

＜背景＞ 

企業活動の多様化、複雑化、国際化 

監査業務の複雑化、高度化            組織的監査の重要性の高まり 

公認会計士監査をめぐる不適正な事例等 

 

Ⅰ．監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化 

１．業務管理体制の整備 

 ・ 監査法人において、 

－ 業務の執行の適正確保 

－ 業務の品質管理の方針の策定及びその実施 

 のための業務管理体制を整備 

２．監査法人の社員資格の非公認会計士への拡大 

 ・ 監査法人の社員資格の非公認会計士（「特定社員」）への拡大 

 ・ 特定社員の日本公認会計士協会への登録 

 ・ 社員及び業務運営に関する意思決定機関の参加者に占める特定社員の割合について、 

一定の上限を設定 

３．監査法人による情報開示の義務づけ 

 ・ 業務及び財産の状況に関する説明書類の公衆縦覧 

 

Ⅱ．監査人の独立性と地位の強化 

１．監査人の独立性に関する規定の整備 

 ・ 公認会計士や監査法人は「独立した立場において業務を行わなければならない」旨

職責規定において明確化 

２．就職制限の範囲を被監査会社の親会社や連結子会社等へ拡大 

 ・ 監査証明業務に関与した監査法人の社員が、退職後、被監査会社のみならずその親

会社又は連結子会社等の役員等に就任することを禁止 

３．いわゆるローテーション・ルールの整備 

 ・ 大規模監査法人において上場会社の監査を担当する主任会計士のローテーション・

ルール（継続監査期間５年、インターバル期間５年）を法定化 

（現行法では、継続監査期間７年、インターバル期間２年の一般ルール） 

 ・ 新規公開企業に係る公開後の 初の継続監査期間を短縮 

４．不正・違法行為発見時の対応 

 ・ 監査人が財務書類に重要な影響を及ぼす不正・違法行為を発見した場合であって、

監査役等に通知するなど、被監査会社の自主的な是正措置を促す手続きを踏んだ上で

もなお適切な措置がとられないと認めるときは、監査人は当局へ申出 

資料４－３－５

346



Ⅲ．監査法人等に対する監督・責任のあり方の見直し 

１．行政処分の多様化（現行法では、戒告、業務停止、解散命令のみ） 

 ・ 監査法人に対する行政処分の類型として次のものを追加 

－ 業務管理体制の改善命令 

－ 違反行為に重大な責任を有すると認められる社員について、一定期間、当該監査

法人の業務及び意思決定の全部又は一部に関与することの禁止（注）命令 

 （注）例えば、品質管理の方針を策定する者やその実施者について、一定期間、そ

の職務に従事することの禁止 

 ・ 個人の公認会計士が著しく不当と認められる業務の運営を行った場合を、当局によ

る必要な指示や処分の対象に追加 

２．課徴金納付命令の創設 

 ・ 公認会計士・監査法人に対し、違反行為を適切に抑止する観点から利得相当額を基

準とする課徴金を賦課（一定の戒告・業務停止、解散命令等を行う場合であって、課

徴金の賦課が適当でないと認められるときは、命じないことができる） 

  － 故意の場合      ：認定した虚偽証明期間に係る監査報酬額の１．５倍 

  － 相当の注意を怠った場合：認定した虚偽証明期間に係る監査報酬額の  １倍 

 ・ 除斥期間は７年 

３．有限責任組織形態の監査法人制度の創設 

 ・ 有限責任組織形態の監査法人については、内閣総理大臣への登録を求め、次の要件

を整備 

  － 低資本金 

  － 供託金（損害賠償責任保険によりその全部又は一部を代替可能） 

  － 計算書類の開示（一定規模の監査法人については監査報告書を添付） 

・ 虚偽証明事案に係る業務執行社員については無限連帯責任 

４．報告徴収・立入検査の権限の公認会計士・監査審査会への委任の範囲 

 ・ 監査法人等に対する報告徴収・立入検査の権限を金融庁長官から公認会計士・監査

審査会へ委任する範囲の見直し（日本公認会計士協会の品質管理レビューに関して行

われるものその他業務の運営の状況に関するもの） 

５．外国監査法人等の届出制度等の整備 

 ・ 外国会社等から提出される有価証券報告書等に係る監査証明業務を行う外国監査事

務所（「外国監査法人等」）の内閣総理大臣への届出 

 ・ 外国監査法人等に対する当局の権限（必要な指示、報告徴収、立入検査）を整備 

 

Ⅳ．その他 

○ 社員の競業等の禁止 
 ・ 監査法人における社員の競業禁止規制について、非監査証明業務に関しては、他の

社員全員の同意を要件に解除を容認 

 ・ 監査法人の社員が大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を得ている場合、 

監査法人が当該大会社等に対して監査証明業務を提供することを禁止 

 

Ⅴ．施行期日 

 ・ 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 
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